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「第72回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 

 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 
さて、平成 24 年 3 月 9 日付でご送付いたしました、当社「第 72 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項

に一部誤りがございました。 
ここに深くお詫び申しあげますとともに、下記のとおり謹んで訂正申しあげます。 

敬具 
 

記 
 
【訂正箇所】 
22頁 連結注記表  

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項  
５ 会計処理方法の変更 

(資産除去債務に関する会計基準の適用） 
（訂正箇所は   で表示しております。） 

 
（訂正前）           
連結注記表 
 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 
     ≪中略≫      

５ 会計処理方法の変更 
（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、 「資産除去債務に関する会計基準」 （企業会計基準第18号 平成20 
年３月31日）および 「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指 
針第 21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。これにより、営業利益および経常利  
益はそれぞれ 7,026 千円減少し、税金等調整前当期純利益は 57,527 千円減少しております 。  
また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は88,872千円であります。  

   ≪後略≫ 
（訂正後） 
連結注記表 
 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項  

       ≪中略≫  
５ 会計処理方法の変更  
（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、 「資産除去債務に関する会計基準」 （企業会計基準第18号 平成20 
年３月31日）および 「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指 
針第 21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。これにより、営業利益および経常利  
益はそれぞれ 7,026 千円減少し、税金等調整前当期純利益は 57,527 千円減少しております 。 
また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は88,782千円であります。 

         ≪後略≫ 
以上 


